
公     告

次のとおり公告します。

令和７年６月２４日

分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

岡山河川事務所長 小平 剛弘

１．概要

（１）委託名

令和７年度箭田地区河道内再繁茂対策委託

（２）目的

本業務は河川法第９９条に基づき、河川法施行規則第３７条の６で定める河川協力団

体、一般社団法人又は一般財団法人への委託とする。本業務は岡山河川事務所が管理する

小田川河道内の再繁茂対策(草地化・樹林化防止)を目的とし、住民が主体となって河道内の
再繁茂対策を実施するものである。

（３）委託区間

高梁川水系小田川河道内（二万橋～福松橋上流約１９０ｍ区間）

（４）委託期間

契約締結の日の翌日 ～ 令和８年３月３１日

（５）本委託を契約する団体については、２．に示す参加資格要件を有することを証明する書

類をもって審査し選定する。

その後、岡山河川事務所において委託契約に関する協議成立後、契約締結する。

（６）参加要件を満たす団体が複数ある場合については、委託内容を区分するものとする。

２．参加資格要件

次に掲げる要件を満たしているものとする。

（１）河川協力団体、一般社団法人又は一般財団法人であること。

（２）一般社団法人、一般財団法人については、河川法第９９条第１項に規定する事項を適正

かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

（３）河川（ダム含む）における清掃若しくは除草等に関する活動実績（令和２年度～令和６

年度までの実績（過去５年））及び活動実施体制があること。

（４）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土

交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。



３．手続等

（１）担当部局

〒700-0914 岡山県岡山市北区鹿田町２丁目４番３６号
電話 086-223-4473 
国土交通省中国地方整備局 岡山河川事務所

担当： 経理課 専門調査官

電話： 086-223-4473(内線 401) 

（２）説明書の交付期間、場所及び方法

① 交付期間 ：令和７年６月２４日（火）から令和７年７月２日（水）までの土曜

日、日曜日及び祝日を除く毎日、８時３０分から１７時００分まで。

② 交付場所及び交付方法 ：手交、電子メール又は託送(着払い)による交付を行うので、(1) 
の問い合わせ先まで連絡し、指示を受けること。

（３）申請書等の提出期間、場所及び方法

① 提出期間 ：令和７年６月２５日（水）から令和７年７月２日（水）までの土曜

       日、日曜日及び祝日を除く毎日、８時３０分から１７時００分まで。

② 提出場所 ：上記３．（１）に同じ

③ 提出方法 ：持参又は郵送等（郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限

る。提出期間内に必着。）により提出する。

（４）申請に関するヒアリングの有無 有（ただし、河川協力団体は除く。）

４．その他

（１）手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

（２）関連情報を入手するための紹介窓口 ３．（１）に同じ。

（３）申請資料に虚偽の記載を行った場合は、当該申請資料を無効とするとともに、記載を行っ

た申請者に対して指名停止を行うことがある。

（４）特定した申請内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求があった

場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。

（５）委託については、委託者の積算した委託費において協議を行い、協議書の締結を持って委

託するものとする。

（６）要件を満たす応募者が複数の場合、委託内容を分割し委託するが、分割内容についてはヒ

アリングを実施し決定することを基本とする。

（７）その他の詳細については、「説明書」による。




